
（参考）下水道グローバルセンターの概要 

（GCUS : Japan Global Center for Urban Sanitation） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）（１） 国際協力活動の展開支援国際協力活動の展開支援 （２）（２） 情報共有プラットホーム、情報共有プラットホーム、
海外ネットワークの構築海外ネットワークの構築

●国際協力活動に必要な人材、技術等の情報や、海外

の下水道事情などの各種情報を集約。

●国内の地方公共団体や下水道関連企業などに

幅広く情報を提供。

●海外の下水道関係団体とのネットワークを構築。

JICA等が実施する
国際協力活動に対し、
技術的側面を中心と
した支援を実施

（対象国・地域ごとの活動グループを編成）（対象国・地域ごとの活動グループを編成）

JICAJICA、国土交通省など、国土交通省など
・技術協力
（計画から維持管理、フォローアップまで）

・円借款

・案件形成活動

要請要請

支援支援

支援支援

地方公共団体

要請要請

大学

下水道関連企業

その他関係機関

海外の下水道
関係団体

情報提供情報提供

必要な情報必要な情報
の提供の提供

公開可能な公開可能な
情報の蓄積情報の蓄積

支援支援

対象国対象国

ﾈｯﾄﾜｰｸ形成ﾈｯﾄﾜｰｸ形成

計画・建設から管理・運営に至るまで計画・建設から管理・運営に至るまで、、

我が国の我が国の産学官の産学官のあらゆるあらゆるノウハウを結集し、ノウハウを結集し、

海外で持続可能な下水道システムを普及させる海外で持続可能な下水道システムを普及させる。。

計画・建設から管理・運営に至るまで計画・建設から管理・運営に至るまで、、

我が国の我が国の産学官の産学官のあらゆるあらゆるノウハウを結集し、ノウハウを結集し、

海外で持続可能な下水道システムを普及させる海外で持続可能な下水道システムを普及させる。。

１．活動内容１．活動内容

チーム水・日本のチーム水・日本の
産学官の水関連機関等産学官の水関連機関等

地方公共団体地方公共団体（下水道管理者）（下水道管理者）

海外の下水道関係団体海外の下水道関係団体

国土交通省下水道部国土交通省下水道部
● センターの活動に対する財政的支援

● 関係部局等との対応方針の調整

国土交通省下水道部国土交通省下水道部
● センターの活動に対する財政的支援

● 関係部局等との対応方針の調整

● 技術協力・円借款（JICA）

● 政策対話・技術協力（国土交通省）

など

国際協力活動国際協力活動

対応方針調整会議対応方針調整会議

● 個々の活動内容に関する
対応方針の調整
（月1回程度非公開で開催）

活動グループ活動グループ

Ａ国支援Ａ国支援

グループグループ
Ａ国支援Ａ国支援

グループグループ
ＢＢ国支援国支援

グループグループ
ＢＢ国支援国支援

グループグループ
ＸテーマＸテーマ

グループグループ
ＸテーマＸテーマ

グループグループ
・・・・・・・・

国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所

日本下水道事業団日本下水道事業団

（財）下水道新技術推進機構（財）下水道新技術推進機構

（財）下水道業務管理センター（財）下水道業務管理センター

連携連携

協力依頼協力依頼

技術的側面を技術的側面を
中心とした支援中心とした支援

２．組織構成２．組織構成

審議会審議会
● 重要な方針等について助言

情報提供情報提供

などなど

下水道グローバルセンター下水道グローバルセンター （ＧＣＵＳ）（ＧＣＵＳ）

大学大学

地方公共団体地方公共団体

事務局事務局

（社）日本下水道協会（社）日本下水道協会

その他下水道関係機関等その他下水道関係機関等

参画参画

助言助言

調整調整

計画・建設から管理・運営計画・建設から管理・運営
にわたる各下水道関連企業にわたる各下水道関連企業

相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府

（独）土木研究所（独）土木研究所

ＹテーマＹテーマ

グループグループ

対象となる国・地域や活動内容等に応じ、
下記機関からをグループを編成



 
下水道グローバルセンター設置要綱 

平成２１年４月２８日制定 
（１）名称 

下水道グローバルセンター（GCUS：Japan Global Center for Urba

n Sanitation） 
 
（２）活動目的 

①世界の水・衛生問題等の解決に向けた国際貢献 

国及び地方公共団体等の国際協力活動、国際交流活動を支援しつ

つ、世界の水・衛生問題や地球温暖化問題の解決に貢献する。 
②下水道関連企業のビジネス展開支援 

海外のビジネス展開に意欲的な下水道関連企業を学官が強力に支

援し、我が国の下水道界の活性化にも貢献する。 
③国内の下水道施策への還元 

海外での活動成果を、我が国の地方公共団体等に還元し、新たな

下水道施策の展開に反映させる。 
 

（３）活動内容 

 これまで我が国が実施してきた国際協力活動をより一層充実させ、

計画・建設から管理・運営に至るまで、我が国の産学官のあらゆるノ

ウハウを結集し、海外で持続可能な下水道システムを普及させるため、

下記の活動を行う。 

①国際協力活動の展開支援  

 (独)国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」という。）や国土交通省等

が実施する国際協力活動（技術協力、円借款、プロジェクト形成調

査など）及び地方公共団体等が実施する国際交流活動に対し、技術

的側面を中心とした支援を実施する。 
１）海外での現地調査・広報活動 

海外での水・衛生事情に関する現地調査を行うとともに、本邦

政策・技術に関するワークショップ、セミナー等を開催する。 

２）案件形成に資する諸活動 

過去に我が国で研修を受けた海外の政府幹部や我が国から海外

に派遣されている職員等と連携し、現地での案件形成に資する諸

活動を実施する。 

３）研修の受け入れ支援、過去の研修実績の評価・蓄積 

我が国の産学官のノウハウが幅広に活かされるよう、研修内容

やその役割分担を総合的に検討するとともに、過去の研修実績を
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評価、蓄積し、以後の研修内容の検討に反映させる。 

４）対象国・地域のニーズに合った本邦技術の適用支援 

下水道関連企業と連携し、国際協力活動に必要な技術に関する

ニーズの発掘、開発、指針の整備等を行い、対象国・地域のニー

ズに合った事業等の展開に貢献する。 

 

②情報共有プラットホームの構築、国際ネットワークの形成 

 国際協力活動に必要な人材、技術等の情報や海外の下水道事情な

どの情報を集約し、情報共有プラットホームを構築するとともに、

海外の下水道関係団体とのネットワークを形成し、国際的な交流を

推進する。 
 

（４）構成組織 

①本センターは、下記の機関によって構成するものとする。各々の機

関は、（５）の役割分担の基本的な考え方を踏まえ、人材・技術等

の面からの支援を行うことにより、下水道グローバルセンター（以

下、「センター」という。）の構成機関として活動する。 
・国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部 

・日本下水道事業団 

・(社)日本下水道協会 

・(財)下水道業務管理センター 

・(財)下水道新技術推進機構 
②対象となる国・地域や活動内容等に応じ、①の機関からなる活動グ

ループを構成する。各グループは、計画・建設から管理・運営にわ

たる各下水道関連企業、大学、地方公共団体等の関係機関及び海外

経験を有する者に対し、活動に参画することを求めることができる。 

③センターの事務局を(社)日本下水道協会に置き、センターの活動全

般の推進・調整に係る事務及び各活動の庶務的な事務等を担う。 

④センター長は、(社)日本下水道協会理事長が務める。 

 
（５）役割分担の基本的な考え方 

個別の活動における各機関の具体的な役割分担については、（６）の

対応方針調整会議で調整することとするが、その際、下記の基本的な考

え方に基づくものとする。 
・国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部 

  海外の下水道技術・制度等の情報の収集、海外で適用可能な技

術の提案等に関すること。 
・日本下水道事業団 



  海外で適用可能な技術の開発・提案、海外経験者等による人的

支援、現場等での研修の受け入れ支援等に関すること。 
・(社)日本下水道協会 

 （４）③に規定するセンターの事務局としての事務のほか、情

報共有プラットホームの構築及び国際ネットワークの形成の推

進に関すること。 

・(財)下水道業務管理センター 

研修内容の検討及び評価、研修生等の人材情報の整理、プロジ

ェクト形成調査の企画・進行支援等に関すること。 
・(財)下水道新技術推進機構 

 海外で適用可能な技術の開発・提案及びこれに関する下水道関連

企業との調整、各種技術情報の集約等に関すること。     

                

（６）対応方針調整会議 

①センターの運営方針及び活動の対応方針等に関する調整を行うた

め、センターに、（４）①の組織及び国土交通省下水道部から構成

される対応方針調整会議を設置する。構成員は、別途定める。 

②対応方針調整会議には、必要に応じて、各下水道関連企業、大学、

地方公共団体等の参画を求めることができる。 

 
（７）審議会 

センターの活動に関する重要な方針等について助言等を得るため、

センターに、有識者等からなる審議会を設置する。構成員は、別途

定める。 

 
（８）運営方法 

（４）②のグループが行う活動のうち、（３）①の国際協力活動

の展開支援に関するものについては、主として国際協力活動の主体

からの依頼に基づき、その負担により行うこととする。 

 
（９）他分野の国際協力活動との連携 

センターの活動に際しては、水・衛生分野に関する他の国際協力活

動と緊密に連携を図ることとする。 
 
（１０）その他 

本要綱は、平成２１年４月２８日から施行する。本要綱の改訂は、

対応方針調整会議の議を経て行うこととする。        

 



 
下水道グローバルセンター審議会構成員 

平成２１年４月２８日現在 

 

下水道グローバルセンター設置要綱（平成２１年４月２８日制定）（７）

の規定に基づき、審議会の構成員を下記の通り定める。 

 

（社）日本下水道協会理事長    安中 德二 

丸紅（株）環境インフラプロジェクト部長  伊吹 洋二 

東京都下水道局長      今里伸一郎 

（株）日立プラントテクノロジー執行役専務  上田新次郎 

荏原エンジニアリングサービス（株）参与  江田 陳隆 

（独）国立環境研究所理事長    大垣眞一郎 

積水化学工業（株）代表取締役会長   大久保尚武 

大阪府都市整備部下水道室長    大屋 弘一 

横浜市環境創造局長     荻島 尚之 

北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授  楠田 哲也（座長） 

メタウォーター（株）代表取締役副社長   小牧 裕志 

（株）読売新聞東京本社編集委員    近藤 和行 

環境カウンセラー      崎田 裕子 

（株）日水コン代表取締役社長    清水  慧 

（株）エヌジェーエス・コンサルタンツ代表取締役社長 竹内 正善 

北九州市建設局長      中尾 憲司 

（独）国際協力機構上級審議役    橋本 和司 

管清工業（株）代表取締役社長    長谷川健司 

（株）クボタ代表取締役会長    幡掛 大輔 

東北大学大学院工学研究科教授    原田 秀樹 

東京都下水道サービス（株）代表取締役社長  前田 正博 

京都大学名誉教授      松井 三郎 

国土交通省都市・地域整備局下水道部長   松井 正樹 

 

※五十音順 

４４．．審審議議会会構構成成メメンンババーー  



 
下水道グローバルセンター対応方針調整会議構成員 

平成２１年７月２３日現在 

 

下水道グローバルセンター設置要綱（平成２１年４月２８日制定）（６）

①の規定に基づき、対応方針調整会議の構成員を下記の通り定める。 

 

○アドバイザー 

京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センター教授 

田中 宏明 

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授  滝沢 智 

 

○メンバー 

（財）下水道新技術推進機構下水道新技術研究所長 藤木 修（座長） 

国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 清水 俊昭 

日本下水道事業団事業統括部長    堀江 信之 

（社）日本下水道協会理事     佐伯 謹吾 

（社）日本下水道施設業協会専務理事   小林 一朗 

（財）下水道業務管理センター常務理事   河井  竹彦 

（財）下水道新技術推進機構企画部長   中里  卓治 

国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官 佐々木一英 

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道事業調整官 

加藤 裕之 

 

○事務局 

（社）日本下水道協会研修・国際課 

国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 

 
 

５５．．対対応応方方針針調調整整会会議議構構成成メメンンババーー  


